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現代イギリスの試験制度について(その 2)
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第一章 Z 二本立て試験制度の問題点

(1)問題の背景

ここでは二本立て試験制度による問題を顕在化させる要因について述パておく。一つは総合

制中等学校の増加であり，もう一つは 15歳から 16歳への義務教育最終年齢の延長である。

総合制中等学校の増加

戦後の中等教育を主に担ってきたのは，グラマースクールとモダンスクールであった。前者

は主に大学進学に聞かれた学校であり，それを視野に入れた子どもたちのための学校であった

。一方モダンスクールは主に労働者の子どもたちが学ぶための学校であった。

二本立ての 16歳時試験制度との関わりからいえば. 1 950年代初期GCE試験制度は主



にグラマースクールの生徒を対象としておりモダンスクールの生徒は除外されていた。

ところが， 1 6歳時試験をモダンスクールの生徒が受験できるようにしようという動きがで

てきた。これが総合制中等学校の設立を求める一つの要因となった。

モダンスクールの多くは， GCEのOレベル試験を受験する生徒のために第5学年の課程を

設置した。 19 53年にボ ンマスの地方教育当局(LocalEducation Authority)がすべての

モダンスクールにGCE試験用コースを設けて以来，受験者は 1954年には5千人， 196 

2年には3万6千人と増加した。このようにモダンスクールの生徒がGCE試験に参入してき

た事実は，グラマースクールに進むには「不適切な知的能力Jとして 11歳の時点で選別して

きたしくみの正当性に対する問題提起となった。りまた， 1 953年ころから， 1 1歳におけ

る知能テスト自身の問題性が指摘されるようになった。社会学者は， 1 1歳段階で労働者階級

の子どもを識別することになっている，テストの結果と子どもの生育環境との結びつきが非常

に強いことを指摘した。 2)ゆえに，その環境の整備がまず問題にされなければならなかった。

こうして， 1 1歳という時点での選抜がいかに不合理であるかが指摘された。このようにし

て11歳における選抜試験の正当性がくずれていったごとが，戦後の中等学校制度への批判と

なった。そして，総合制中等学校への再編成へと進行していったのである。

1964年から政権を担うことになった労働党政府は 1965年7月，地方教育当局に総合

制中等学校を奨励する通達10号 (Circu1ar10/65 The Organization of Secondary Educa-

tion)を出し，六つの総合制化計画参考案を提示し，地方教育当局に総合制化への再編成計画

の立案や提出を求めた。その六つの案の中には，例えば， 1 1歳から 18歳までを収容するも

の， 1 1歳から 13歳までと 14歳以降とのこつの階梯に分けたシステムのものなどがあった

こうして 11歳時の選按試験を終結させる試みが加速された。 19 50年から 1968年ま

での聞に，総合制中等学校の数は増加した。中等学校生徒におけるそれらに通う生徒の割合も

増加した。 1950年の総合制中等学校が10校の時には，中等学校生徒総数のO.47%を

教えたにすぎなかったが， 1 9 68年における 748校の時には， 21%となった。"

こういう総合制中等学校の増加は，従来のような 11歳時の選抜試験を介しないことから，

地域の生徒が集まる中等学校が増えたことを意味する。二本立ての 16歳時試験との関わりか

ら言えば，従来GCE試験を受験してきた層の生徒と CSE試験を受験してきた層の生徒が同

ーの中等学校内において共存することになる。この状況が，中等学校内で二本立て試験への準

備が生徒の中等学校在学中に行われねばならないことから，今度は二本立て試験制度の問題の

要因となっていった。

離学年齢の引き上げ

さらに， 1 972年から法律上の離学年齢(義務就学最終年齢)が従来の 15歳から 16歳

に引き上げられたことが，二本立て試験制度の問題につながってゆく。

法律上の離学年齢は， 1947年以来それまで15歳として施行されていた。しかし， 1 9 

59年のクラウザ一報告 (15to 18 :胎'portof the Centra1 Advisoη Council for即uca-

tion，この報告をした委員会の長の名をとって，こう呼んでおく)において，人的能力をもっ

と効率よく利用すべきであるとした。そのために，離学年齢を 16歳に引き上げることを勧告
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した。 5)

このような中で 1972年から法律上の離学年齢(義務就学最終年齢)が引き上げられるこ

とになった。

このことによる試験制度への影響は次のような数字に表れている。各科目のGCE試験Oレ

ベルと CSE試験の受験者を合わせて， 1 970年の366万3千人から 1972年の402

万1千人という 40万人弱の伸びであったのに対し， 1 974年には 507万4千人と伸び率

は百万人強と格段に増えている。引こうして，離学年齢の引き上げは 16歳時試験受験者の

増加を引きおこした。

このことが総合制中等学校における問題をさらに深刻にすることになった。

(2)二本立て制度の問題点

総合制中等学校が増加するにしたがって，中等学校内部での問題として，試験準備のために

GCEコースやCSEコースを 14歳で選択させることの実際の困難が指摘されるようになっ

ていった。この「選択Jにおける問題とは，全国教員組合 (NationalUnion of Teachers)に

よれば， rC S EとOレベルのどちらを生徒が受験すパきかを，学校が選ぶことのジレンマJ

であり，また「この選択はもっと遅い時期になされるパきである。すなわち， 14歳での選別

なら， CSE試験コースを選択した後にその生徒がアカデミックな学習にいっそう適している

と示した場合， GCE ・Oレベル試験の課程(コース)に変更することは不可能である」とい

うものであった。 7)この困難を解消するために，二つの試験をめざす生徒を同時に教えるとい

う対策も考えるこ kはできるが r二つの試験聞のシラパスや学習方法が異なるので共通の学

習する乙とは不可能Jであった。 8)

このような問題点の指摘は社会主義者教育協会 (SocialistEducational Association)か

らも 1966年にすでになされていた。タイムズ教育版の記者がまとめたものによれば， rO 

レベル受験者， CSE試験受験者，試験を受けない者の三類に 14歳で準選抜する必要によっ

て実際的な困難がj 作り出されている。そしてその解消のためには roレベル試験を廃止す

べき」とまでいっている。 9)対応策についてここまで主張する者はまれであったが，二本立て

試験制度の問題点は 19 70年代にはいっても指摘され続けた。スクールズ・カウンシルlO}

のメンバーの一人であるL.Mai伽entは「各生徒による二つの試験の聞での選択の問題が増加し

てきているJという。 lI}

その対策としては， 1 970年の全国教員組合の『政策表明 (apolicy statement)Aによ

れば r単一試験制度 (asingle examination system)に統合されるべきである」というも

のである。 rはぽ広いシラパスを提供」し， rC S E試験以上に多様な試験方法がとられJ， 

運営は「教員管理Jであるものとされた。 12}とれ以上詳細な内容にはふれていないが， CS 

E試験の特徴を兼ね備えた統合された試験制度を構想しているようである。

このように二本立て試験制度の問題が大きな問題として意識されていく中で，試験制度改革

への動きが， 1 9 70年以降始まってゆくのである。
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第二章 GCSE試験制度の内容

二本立て試験制度が一本化される過程での議論は第三章にゆずるとして，ここではGCSE

試験制度の能力観を，前章第一節に示したCSE試験の能力観に照らして検討することにしよ

う。

第一節 GCSE試験制度の概観

キース・ジョセフ教育科学大臣(Secretaryof State for Education and Science)は， 1 9 

88年に第一回目のGCSE試験を始めるという政府としての決定を， 1 984年6月20日

に議会で発表した。これは初めて明確な実施時期に言及したことで進展であった。また，各中

等学校におけるGCSE試験準備用のコースを 1986年度から始めることも同時に発表され

た。

この発表の後の通知文 (PressNotice) 13)には，試験制度の骨子について言及されている

。それは概ね以下の通りであった。

①旧来シラパスや試験科目が多く存在していたのを減らすため，シラパスや試験科目を設定

する旧来の 20の試験委員会をイングランドに4グループ，ウエールズに 1グループ1~)に統

合すること。ただし，各GCE及びCSE試験委員会自身が解体されるわけではなかった(後

述の⑤参照)。

これは，中央での調整(後述の@参照)に関わる地方の団体が実質減少することになる。こ

れについては，中央政府の権限の強化であるなどという見方もある。 15)

@あらゆるシラパスが「全国的基準Jに統制される(begoverned)こと。その必要性は、シラ

パスの内容を改善するため，またあらゆる課程が，獲得した知識と獲得した技術・理解との聞

の適切なバランス，理論的な学習と実際的な学習との聞の適切なバランスを保証するためとさ

れた。この f全国的基準」の内容は，評価やシラパス3に含むべき内容の基準などに関するもの

である。 r一般的基準 (generalcriteria) J 16)と各科目の基準 Csubject-specificcrite-

ria) 17)とからなり，それぞれ教育科学大臣の承認を受けることが必要とされた。

このような全国的に通じる基準が公式に設定されるのは初めてのことであり，その基準の設

置に大臣が関わるというのも従来にはなかったことである。

③様々な能力の受験者に合わせた方法で教え，試すための難易度別の試験ペーパーや設問を

設定すること。従来，設問や教材を選択する余地はあったが，受験者の能力に応じて選択する

試験ペーパーが異なるということがなかったことから，画期的である。これは「全国的基準J

において「難易度別評価 (Differentiatedassessment) Jとされている(後述)。

④生徒と教師が明確な目標を必要としていることから，試験の結果として表明される各グレ

イドに対応する知識・理解・技能を記した基準 (grade-relatedcriteria)を設定すること。

旧来の制度では， CSE試験において授与されるグレイド4が平均の成績であるとか， CS 

E試験のグレイド 1がGCE試験のグレイドAからCと同等の水準であるという程度のものが

全国的に明示された基準であった。ゆえに各グレイドが示す「知識・理解・技能Jなどは不明
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確なものであった。その点からいうと，グレイドの内容を示そうという試み自体，大きな変化

である。

これら四つの内容を柱とする発表であった。これらに付け加えられている枝的内容は以下の

ようであった。

@試験結果は 7段階のグレイドによって示される。上位のグレイドA，B， Cの水準につい

ては， r日来のOレベル試験のグレイドA，B， Cに対応する程度とされた。その水準を設定す

ることに唯一責任のある主体はGCE試験委員会とされた。それに対して，グレイドDからG

の水準は，旧来のCSE試験のグレイド 2，3， 4， 5に対応するものとし，その水準設定責

任はCSE試験委員会にあるとされた。

このように水準設定者を区別することで，上位三つのグレイド水準の設定に対して中等学校

教員の影響が及ぶことを避けようとしたと思われる。また旧来の制度における各グレイドの水

準を変えたのではなく，継続させたものであった。

@Dにおける五つの試験グループの設定する試験水準の全国的な調整や各グループからのシ

ラパスの承認，教育科学大臣への建議などは中等試験審議会 (SecondaryExaminations Coun-

ciOが行うこととされた。旧来の調整機関であったスクールズ・カウンシルでは r各団体

から自主的に選出された代表からなる組織J 18)であったのに対し，すパての委員の任命を教

前ヰ学大臣が行なう 19)という点で異なるものとなった。

このようなGCSE試験制度の内容の柱が決定された。この中でも，評価方法に関わる難易

度別評価とその他の評価方法についてその内容と理念を整理しておこう。

2. r難易度別評価」と「コースワーク j の共通点

(1灘易度別評価の定義

f全国的基準Jには「様々な能力の受験者が(中略)知っていること (whatthey know)や理

解していること(what they under叫 and)，行うことができること (whatthey do)を示す機会を

与えられるように，あらゆる試験で適切な(受験者の一一引用者による)分類 (discrimina-

tion) J 20)がなされる評価と説明されている。

そして科目に応じて r難易度別の試験ペーパーまたは試験ペーパーの中に難易度別の設聞

が求められることになろうJという。この評価は，単純化すれば，能力が高い者にはそれに対

応した水準の高い試験ペーパーを，また能力の低い者にはそれに対応した水準の低い試験ペー

パーを課すという内容なのである。

(2)定義の内容

この定義の内容を検討すると，三つの要素に分類して理解することができる。

一つは，ょくできる者に対してはそれなりの課題を与えて，学習意欲を減退させないように

しようという意図である。中等試験審議会の刊行文書 官GCSEにおける難易度別評価(Dif-

ferentiated Assessment in GCSE)J1 21)によれば，難易度別評価の意義は，ある生徒にとって

「課題があまりに容易である場合Jには rその評価に満足できないかもしれないJし，また

「生徒が挑戦したいというような刺激とならないj ということのないようにすることにある。
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乙れは，子どもの動機づけを促すことに難易度別評価導入の意義があるとするものである。

二つには，あまりできない者に対しでもそれなりの課題を与えることで，動機づけを高めよ

うとするものである。同じく中等試験審議会の文書によれば，できない者に対しては「一般的

に，課題がその生徒にとってあまりに難しいものであるなら，行われる評価はその生徒にとっ

て抑圧的な経験となるであろう」と意欲の減退の可能性という問題を指摘する。ここでも能力

に応じた課題を与えることにより，生徒の動機づけが促せるという。

これら一つめと二つめとから，難易度別評価の意義がよくできる者にもあまりできない者に

も動機づけを促すことにあるといわれているごとがわかる。

三つめは r行なうことができる (theydO)J能力についても難易度別の課題を与えて評価

すると定義ではいうが，ここで注目すパきは『行なうことができる」能力を「様々な能力の受

験者』に課すとされたことである。これは「行なうことのできる能力Jという文言から実際的

な技能を指しているのではないかと推測はしうるが，この検討は後述することにする。

(3灘易度別評価の実際

難易度別試験ペーパーとグレイドとの関係

具体的な運用について，中等試験審議会発行の『教師向けのガイド (GCSEA Guide for 
T伺chers)JIの各科目の文書に示されている。難易度別のペーパーを主に使用する科学 (Sci-

ence. 日本でいう物理や生物，化学が含まれている)や数学の場合，それを使用しない歴史の

場合を例にとりあげよう。

科学の場合，難易度別試験ペーパーについては，①すべての者が受験すべきという共通ペ-

J~ーを設定しないもの.@共通ペーパーを設定した上で，さらにそれより課題レベルの高いペ

ーパーかレベルの低いペーパーのどちらかを必ず選択させるもの，③共通ペーパーを設定する

が，さらにできる者にのみレベルの高いペーパーが用意されるものなど三種類が考案されてい

た。 22)

試験ペーパーの選択の仕方と獲得できるグレイドのレベルについては，③の場合だと，共通

ペーパーのみ受験した者にはグレイドの最上位AからGまでのうちのCからGしか獲得する機

会がない。そこでグレイドAとBを獲得するには，さらにレベルの高いペーパーも受験しなけ

ればならないことになっている。こうして，どのペーパーを選択するかによって，必然的に得

られる試験結果に枠がはめられることになるのである。

難易度別試験ペーパーの水準

各ペーパーの水準を具体的に理解するために，もっともやさしいペーパーともっとも難しい

ペーパーの問題を数学を例に比較しておこう。ここでは，試験運営にあたるグループの一つで

あるLondonEast Anglian Group (以下. LEAGとする)のものを参照する。

最もやさしいペーパーである「ペーパー lJの計算に関する設問は r24+356+6+1062=J23 

}であるのに対して，もっとも難しい「ペーパー4Jの場合は. r5X+6Y=18.2X+3Y=3J 21)とい

う連立方程式を解くものである。ごのように各ペーパーで求められてる能力には，近年の日本

の教科書をもとにすると小学校中学年と中学2年生ほどの差が存在する。 25)

このような大きな差は，幾何に関するシラパスにも現われている。 rペーパー 1Jに対応す
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るシラパスでは三角形の面積の公式や円周を求める公式，直方体の面積を求める公式のみが含

まれている程度であるのに対して rペーパー4Jの場合はピタゴラスの定理や三角関数，二

次方程式の解の公式にいたるまで含まれている。 26)近年の日本の教科書に照らすと，前者は

中学校1年程度の学習内容であるのに対して，後者は高等学校段階のものが含まれている。 27)

共通ペーパーの場合

歴史の場合は，科学のように難易度の違うペーパーが用意されることはほとんど想定されて

いない。ゆえにそこでの難易度別評価は，採点、の際に各受験者の答案の質によって決められる

場合，難易度のちがう設問が並べられており，それへの解答の有無によって定められる場合な

どによってなされる。 28)

だから，歴史については，同じ試験ペーパーに答えた後に，採点、の段階で受験者間での「差

」を見ようとするのが主流である。

その場合の採点基準を同じ LEAGのもので確認しておこう。 r歴史，シラパスA，現代世

界の歴史J29)の「ペーパー lJにおける「半植民地インドにおける民族主義と独立1918-1948Jに

関する r1918~1939年において多くのインド人は大英帝国にとどまることを望まなかった。他

方，望むものもいた。何故，インド人の聞にこのような態度の違いが生じたのだろうか。 J30 

}という設聞に対する採点計画によれば，その答案が「インド人の態度の物語的説明Jである

場合には，最も獲得できる点数が低い「レベル1Jと評価される。それに対して r短期的，

長期的要因両方に気を配りながら， (中略)ちがいに正確に焦点を合わせることができている

Jものには，最も高い「レベル4Jであった。 31)

こうして，難易度別評価には，数学のように生徒の学習する内容がすでに試験の難易度ごと

に分けて与えられる場合と歴史のように生徒に共通の学習の内容が前提とされるものと大きく

二種類あることがわかる。そして，その理念は，定義の内容からすると「受験者の能力に合わ

せる」ということにより，受験者(生徒)の学習意欲を引き出すことにあるとされているので

あった。

(4)コースワークの意義

その他GCSE試験の評価方法として， CSE試験で重視されていたコースワークについて

も検討しておこう。 rコースワークJという柱は，文言としては前述のGCSEの骨子に現わ

れていなかった。しかし，乙の評価の扱いは「全国的基準」に明記されたことからも，重視さ

れていると考えられる。例えば，古典研究や経済学，英文学，歴史，数学，宗教学，社会科学

などで，総得点の 20%から 40%程度課されると明記された。 32)

その「コースワークJ採用の意義をもう少し深めてみよう。

コースワーク採用の意義

まず，コースワークの意義は次のような趣旨であると，中等試験審議会の刊行文書Ii'GCS
Eにおけるコースワーク (Course附 rkAssessment in GCSE) .!I， Ii' G C S E八のガイド (A 

Guide to the GCSE) Jに記されている。 33)

主なものをあげると，①一生懸命に学習してきたのに正規の試験では実力を出せないような
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生徒に対して，公平な取り扱いができる。

②「結果が受験者のできることがらを示しているので，有用である。たとえば，科学における

実験の技能や地理におけるフィールドワークに使う器具や地図の扱い方が含まれている。 j

③あらゆる科目での，読み書きを含むコミュニケーションの技能や数学的なアイデイアの育成

のために有効な方法である。

④「コースを通じての毎週の学習が価値あるものであると生徒に認識させる」ことができる。

制高広い層の生徒の必要に応じた課題を設定することができる。

などである。①と④，@は旧来のCSE試験においてもコースワークの意義として示されてい

たものである。それに対して，旧来あまりいわれていなかった@や@については，具体的，ま

たは実際的能力を身につけること自身に意義が置かれているものである。

難易度別評価とコースワークの共通点

特に笹胞などは「生徒の必要に応じた課題の設定ができるJや生徒に日常の学習に対する動

機づけを促すという内容である。これは，難易度別評価の意義と共通している。私が前述した

難易度別評価の意義は受験者の能力に合わせた試験ペーパーや課題を課すことにより，受験者

(生徒)の学習意欲を引き出すことにあった。双方とも日常の学習意欲を高めることをねらい

にしていたのである。

以上のことから， GCSE試験制度の評価方法における特徴は，生徒に見合った試験ペーパ

ーや課題を与えるごとで，学習に対する動機づけを促そうとするものであることがわかった。

また，このように「生徒の必要Jの重視や学習への『動機づけJを促そうという観点は，旧来

のCSE試験の特徴を継承しているともいえるのである。 CSE試験においても試験方法など

八の配慮としては r生徒の必要に合わせるJことが強調された試験であった。このCSE試
験との共通点は次節での考察のために，銘記されておかなくてはならない。

第三節 「コースワーク」が求める能力

(1)コースワークではかる能力

このコースワークで測ろうとする具体的な能力は例えば，

①フィールドワークや実験によって調査を正確に記録する技術。

@収集した材料を構成することも含めた調査技術，第一次資料と第二次資料の使い分け方。

@情報源や道具，材料について相互に交流する技能。

④器械の運用の技術。

⑤実際生活についての簡単理論的モデルを作成する能力。

などであった。 34)これらからは，いかに実用的な能力が求められているかがわかる。

さらにIi'雇用者向けのガイド(GCSE:A Guide for Employers)~ からも， GCSE試験で

の英語や数学で実用的な能力が求められていることがわかる。 35)英語における口述評価の結

果をGCSE証書に記録したものは「受験者が会話英語においていかに正確で能率的に伝達で

きるかを示すj ものとされており，数学においては「実際生活における問題に数学の技能を適

用させるj ことに重きをおいているなどとされている。ごうして「教えられてきたことj を「
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応用」する実用化能力が求められているのである。

また『親，雇用者，受験者へのガイド (GCSEA Guide for Parents，Employers and Candi-

date)JIに，具体的なコースワークの例が掲載されている。数学の場合の課題は rお茶20

Oむ詰めの贈呈用の箱をお茶会社が作りたいと思っている。この箱を作るために使われるカー

ドは 1メートル四方につき 20ペンスかかる。その会社が使う三つの異なる箱を作れ。管理者

にあなたの結論を説明するレポートを書け。 Jというものであった。そごでの評価のポイント

をいくつかあげると r‘異なる'とは何を意味するか把握されているかJ r四面体など不適

切なものでないかJ r経費は考慮されているかJ r箱の大きさは理論的に考えられたか，試行

錯誤によって発見されたかJなどである。 36)

また，地理における課題などは，交通渋滞に関する新聞記事とその周辺の地図を与え，生徒

が交通渋滞解消の方策を取材や淑1I量などを通じて調査する，というもので‘あった。 37)ごれら

の例から，いかに具体的，実用的な課題が課されるかがわかる。

以上の検討からコースワークの内傍は，応川する能jJまたは実用化する能力;を評価しようと

していることが明らかになった。

(2灘易度別評価とコースワークの関連

ここで，第一節に述パた難易度別評価の定義に含まれていた「行なうことのできる能力Jを

思い起こしてみると，コースワークで評価される内容である「実用化する能力Jはまさしくこ

の「行なうことのできる能力Jに包含されていると考えることができる。とすれば，このコー

スワークは難易度別評価の定義に記されていた「様々な能力の受験者j に課されることになる

。ごうなると，コースワークは旧来の制度ではあまり評価されていなかった対象であるGCE

受験者 38)レベルの者にも確実に課されることになったことを意味するのである。

コースワークが「様々な能力の受験者Jに課されるということは， LEAGのシラパスにも

現われている。例えば，数学のシラパスで，コースワークによる獲得点数が27前後の場合に

，旧来のGCE.OレベルにおけるグレイドAに相当する GCSEのグレイドAが授与される

となっている。 39)

こうしてコースワークの採用という事実には，あらゆる生徒の「実用化するj 能力を高める

ことにあることがわかった。ごの事実の意義を，第一章で述パたCSEの能力観と比べること

で検討する。

第一章で述べたCSEにおける能力観とは， GCE試験合格可能な水準より下の生徒，言い

換えると CSE試験受験者レベルの者には，実際的な学習内容が適しているという思想であっ

た。それは， CSE試験が「生徒の必要にみあった」内容の評価を意図しているところからわか

ったものであった。 CSE試験におけるこのような思想に基づいて，評価された内容は「具体

的で経験と関連ある内容j に関する実際的能力で、あったのである。

他方，本章第二節で検討したようにGCSEにおいても「生徒の必要に合わせるJ乙とが難易

度別評価や，コースワーク双方で意図されていた。また「実用化する能力j というような「実

際的な能力Jが求められていた。

こうしてCSEにおいても， GCSEにおいても「実際的な能力」が求められていることがわ
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かる。しかし，この共通性はCSEにおける能力観がGCSEにも存在することを必ずしも意

味しないのである。この章で検討したようにGCSE試験において r実用的能力Jを評価さ

れるのは，旧来のCSE試験受験者レベルばかりでなく， GCE試験受験者レベルの者にも課

されることになったのであった。これは，少なくともCSE試験受験者レベルの者にのみ，具

体的な学習内容が適しているという能力観の変更を意味する。さらには， CSE試験の能力観

に継承されたところの，単なる経験を根拠にする戦後初期のモダンスクール生徒に対する能力

観の変更を意味するものでもある。

ところで，この節ではコースワーク評価が難易度別評価に包含されたものであることを指摘

した。しかし次章ではコースワークと難易度別評価に分けて，その導入の要因を検討する。そ

こで次章以降では r難易度別評価」の意味する内容を，第一節で述パた一つめと二つめの内

容に限定し，すなわち三つめの内容であった「行なうことのできる」能力の評価という内容につ

いては rコースワークJに含むものとして扱うことにしたい。

第三章成立過程の検討

この章では第一章と第二章から明らかになったCSE試験とGCE試験における能力観の遣

いが，どのような要因によって生じたのかを成立過程を通じて検討することにしよう。

第一節 「スクールズ・カウンシルの提案J

この節では，二本立て試験制度の一本化についての議論の元となった， 1 975年のスクー

ルズ・カウンシルの内部に設置された合同補助委員会(JointExaminations Sub-committee of 

出eSchoolsCouncil)州による提案(If 1 6歳時試験未来八の提案(Examinationsat 16千

proposals for the future)~ 以下. SC提案とする)の特徴を検討する。

(1)スクールズ・カウンシルの動向

1 970年7月7日にスクールズ・カウンシルの理事会11) (スクールズ・カウンシルとし

ての政策の最終決定機関)は16歳における試験は統一試験制度であるべきであるという案を

賛成64，反対1により決定をした。その制度の内容は「水準を維持しうる，適切で様々な評

価方法を含j み，教師による管理運営Jがなされ r様々なモードJ42)がとられ，能力範囲

では上位60%までを当面は対象とすることなどとした。その後，試験委員会，教員，地方教

育当局，スクールズ・カウンシルの各代表からなる合同補助委員会が1971年の9月に設置

された。その設置の目的は，次の問題についてのさらなる調査研究の計画を立案し，調整する

ためであった。 43)

その問題は，同一年齢層上位60%という広い能力範囲の生徒を試験する場合の技術的問題

，設定すべき各グレイドの水準を従来の試験におけるグレイドの水準とどう関連させるかとい

う問題，モード3という試験方式に関する問題などであった。 44)

-10一



1 970年から 1974年までに， GCE試験委員会と CSE試験委員会によって， 60% 
という能力範囲の受験者に適切な統一試験制度の実現の可能性に関する約50の研究がなされ

ていた。この調査研究がこの合同補助委員会の検討に付された基礎資料となった。この研究や

調査の結果を中心に合同補助委員会が上の問題を考察したものが，次のような提案である。

(2)SC提案

S C提案の内容

SC提案の内容はこの合同補助委員会に課せられた課題ごとに次のようにまとめられよう。

①同一年齢層上位60%という幅広い層に対する試験技術に関しては，すべての受験者が共

通試験ペーパーに臨む「共通試験 (asingle examination)J制度に関する研究結果と難易度

の異なるいくつかの試験ペーパーから，ペーパーを選択して臨むという方法も含む「統一試験

制度(asingle system )Jに関する研究結果とがまとめられている。 45)そこでの特徴は， 1 

970年のスクールズ・カウンシルの理事会による決議では「必ずしも共通試験の提案ではな

く，統一試験制度の提案であったJ46】にもかかわらず， SC提案における研究の方法の多く

が「共通試験j を前提にするものであったことである。スクールズ・カウンシルの合同補助委

員会は，研究の方法を研究団体47)の自由に任せ，その多くの団体は，能力範囲60%全体を

対象とした共通試験をいかに工夫するかという研究であった。 48) このように統一試験制度

に対応する研究方法をとらなかった理由は rその試験方法では，現在教師や生徒が押しつけ

られている， GCEかCSEかという選択を必然的に恒久化するJ49)からであった。ここに

は，試験制度によって総合制中等学校内部でなされてきた二つのコースハの分離を好ましく思

っていないことが現われている。その意識が新試験制度ヘ向けての研究にあたって，共通試験

をできるだけ志向したのであろう。

@新試験の結果は証書に七つのグレイドで示されることとなった。これらの各グレイドの水

準は，現在のGCE.CSE試験で授与される各グレイドと同等とするとされた。

@モ ド3という試験方式については，利用されることされた。理由は，各学校での「カリ

キュラム改革を促すためJ50)認められるパきとした。

その他，試験運営機構については r教員がカリキュラムの選択の帽を効率的に増大できる

ようにJ，試験運営は「教員管理」の原理でなされるごとが期待されている。 51)これ以上の

記述がないので，この意味内容は一義的ではないが，各学校のカリキュラムに影響力のある試

験のシラパスの設定に教員が関わることで，学校現場の要求を効率的に吸い上げようというね

らいがあるものと推測できる。また，ここにいう「教員管理jとは，中等学校教員のみによる管

理運営を意味するのではなく，雇用者や高等教育関係者，その他の試験の結果としての証書の

利用者も参加するものである。しかし，教員の主導という意味合いはあると恩われる。 52)

このようにSC提案には，試験運営機関が『教員管理Jによるとか，モード3という各学校

レベルに試験のシラパスを作成する主導権があるというような特徴がある。しかし，この特徴

がこの後批判の的となるのである。また「共通試験Jの研究が主要になされていたことも批判

されることになる。

SC提案の問題意識
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ところで，ここでSC提案にある「統一試験制度提案理由J53)を手がかりにスクールズ・

カウンシル合同補助委員会の問題意識を整理しておく。この提案理由は，それまでに指摘され

ていた問題をまとめたというものであったが，それをどうまとめたかに，この合同補助委員会

の意識が反映していると思われるので，記しておこう。

そこでの特徴は，それまで cl975年)に中等学校の中で占める割合が増加していた 5-1)

総合制中等学校における問題に，第一の関心を示していることにある。総合制中等学校では「

生徒の発達について早まった判断をすることは賢明でないJとか「早期の選抜は，第4学年と第

5学年での発達を考慮に入れていない!と二本立て試験制度によって早期の選択を迫られると

いう問題を指摘している。また，適切にGCEかCSEのどちらかの試験を選択することが難

しいので，両試験の求める能力範囲の境界上の生徒は二つの試験の受験を強いられることによ

って， GCE試験コースの合格は難しいと思われる生徒が一層の負担を強いられているという

問題も指摘している。ごうして生徒の発達への配慮や健全な学習の保障という観点から二本立

て試験制度の問題を指摘している。これが試験制度一本化を提唱する SC提案における基本的

認識であったのであろう。

外部試験(モード 1など試験委員会主導で、シラパスが設定される試験)が学校に与えている

影響については，次のように記されている。外部試験が，教師の「すパての生徒の必要に合致

するようなカリキュラムを提供するという専門的職務の遂行を妨害する外的要因J55)となっ

ているという。このような意識は， SC提案における試験運営機関の「教員管理」の主張やモ

ード3という試験方式の奨励となって現われたのであろう。

以上のように，中等学校内部の問題に多くの紙幅が費やされていた。

しかし，外部との関係における問題についても言及はされていた。証書の主な使用者(高等

教育，産業界その他の関係者)がGCE試験Oレベルの合格水準と CSE試験グレイド 1の同

等性を承認していたにもかかわらず，双方の証書に記されるグレイドの意味に関して，試験制

度について詳しくない多数の人々がおおいに混乱しているということであった。この点はSC

提案のグレイド制の一本化という改革内容に現われている。

以上のような問題意識のもとに SC提案が提起された。

(3)労働党政権の教育科学大臣の反応

1 9 7 6年の 7月にスクールズ・カウンシルの理事会の会議がもたれた。その中で，パブリ

ツクスクール56)などの校長からなる校長会議(lIeadmasters'Conference)の代表として出席

しているイ一トン校の校長Mr.MichaelMcCrumはコストや運営について，そしてアカデミック

な学習に向いているとされる生徒への有効性についての問題がまだ解決されていないと批判し

た。 57)また校長会議などからの反対票が投じられたりしたが，結果は賛成57，反対6によ

り， SC提案が承認された。

しかし，この提案が大臣にその年の 10月に提出された後，概ね次のような理由により，大

臣に拒否されることになった。 rスクールズ・カウンシルと同様，統一試験制度が二本立て試

験制度の問題を減じることは可能であると思う j 。しかし r教育水準の維持改善という声に

耳を傾けねばならないj 。それは，何よりも「試験結果の信頼性を失わせることなく，幅広い

能力の若者を集め得る統一試験制度でなければならない。 j として，スクールズ・カウンシル

の理事会で承認された SC提案は「教育水準の維持Jや「幅広い受験者」ということに対する



考慮がまだまだ足りないという。また，試験運営についても経費の面からも考えられなければ

ならないというのである。 58)

こうして，新たに政府は 1977年3月改めて教育科学大臣が任命したウォッデル委員会(

the Steering Co皿 ittee， WaddeU， Jを委員長とするところからこう呼んでおく)59)に特に試

験運営機関と統一試験制度導入の是非について検討を諮問した。本当に実施できる新試験制度

を探ることとなった。
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